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前回定例会（平成２４年３月７日）以降の主な動き

平成２４年４月１１日

資源エネルギー庁

柏崎刈羽地域担当官事務所

原子力・エネルギー政策の見直し

 革新的エネルギー・環境戦略（事務局は内閣官房国家戦略室）

（参考）コスト等検証委員会

【３月１４日】第９回

・コスト等検証委員会は内閣官房国家戦略室のホームページ（PHOTO & VIDEO）で動画公開

http://www.npu.go.jp/media/video.html

 原子力政策大綱（原子力基本法に基づく。事務局は内閣府原子力委員会）

【３月１３日】第 15回原子力政策大綱策定会議

・核燃料サイクルに関する検討状況について

・ブルーリボン委員会の報告書について

・我が国の原子力政策の国際的な位置付けについて

・原子力発電に係る論点整理について

【３月２９日】第 16回原子力政策大綱策定会議

・原子力と地域社会の共生について

・エネルギーミックスの選択肢について

・核燃料サイクルに関する検討状況について

・原子力発電に係る論点整理について

・会議の議事録が掲載されるまでの間、映像、音声を配信（原子力委員会のホームページ）

（参考）原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会

【３月２８日】第１０回

【４月１２日】第１１回（予定）

・会議の議事録が掲載されるまでの間、音声を配信（原子力委員会のホームページ）

 エネルギー基本計画（エネルギー政策基本法に基づく。事務局は経済産業省

資源エネルギー庁）

【３月 ７日】第 14回基本問題委員会

・エネルギー基本計画の見直しについて（原子力発電の位置づけ

（※核燃料サイクル政策の選択肢の検討状況等に関する原子力

委員会からの報告に基づく質疑等） 等）

【３月１４日】第 15回基本問題委員会

・エネルギー基本計画の見直しについて（※エネルギーミックス

の選択肢について 等）

http://www.npu.go.jp/media/video.html
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【３月１９日】第 16回基本問題委員会

・エネルギー基本計画の見直しについて（※エネルギーミックス

の選択肢について 等）

【３月２７日】第 17回基本問題委員会

・エネルギー基本計画の見直しについて（※エネルギーミックス

の選択肢について 等）

【４月１１日】第 18回基本問題委員会(予定)

・エネルギー基本計画の見直しについて（※エネルギーミックス

の選択肢について 等）

・会議はインターネットライブ中継を実施し、録画映像も公開（経済産業省のホームページ）

（参考）電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（経済産業省）

【３月１５日】第６回

報告書とりまとめ

（参考）総合資源エネルギー調査会 総合部会 電力システム改革専門委員会（経済産業省）

【４月 ３日】第３回

供給の多様化、分散型エネルギーの活用について

－発電分野の規制見直し、卸電力市場活性化

－再生可能エネルギーやコジェネ、自家発等の分散型エネルギーの活用

－大規模電源や予備力の確保

－必要な投資が行われる仕組みなど、同時に検討すべき課題

原子力発電所に関する四大臣会合

【４月 ３日】原子力発電所に関する四大臣会合（第１回）

【４月 ５日】原子力発電所に関する四大臣会合（第 2回）

・原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準

（骨子）

【４月 ６日】原子力発電所に関する四大臣会合（第 3回）

・原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準

【４月 ９日】原子力発電所に関する四大臣会合（第 4回）

・判断基準に対する大飯発電所３、４号機の対応状況

・会議に関する資料は経済産業省のホームページに掲載

その他

【３月１６日】東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子

力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補（政府によ

る避難区域等の見直し等に係る損害について）（原子力損害賠償

紛争審査会（文部科学省））

【３月２２日】「砕石及び砂利の出荷基準」の公表（経済産業省）

＜暫定基準値＞
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・対象製品を製造し出荷する事業者は、当面の間、定期的に代表

的な複数箇所から製品をサンプル測定し、放射性セシウム平均

濃度（Cs134 及びCs137 の合計値）が100Bq/kg 以下であれば出

荷可能とする。

・ただし、対象地域における道路、河川等の屋外の公共工事に使

用される製品については、当面の間、定期的に代表的な複数箇

所から製品をサンプル測定し、表面線量率が0.23μSv/h 以下で

あれば出荷可能とする。

・なお、継続して暫定基準値を下回る場合は、測定頻度を下げる

ことができる。

【３月３０日】福島復興再生特別措置法の成立（復興庁）

＜目的・基本理念・国の責務＞

・原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興・再

生について、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策

を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ推進

・基本理念として、安心して暮らし子どもを生み育てる環境の実

現、多様な住民の意見の尊重、地域経済の活性化、福島の地域

社会の絆の維持及び再生、住民一人一人が災害を乗り越え豊か

な人生を送ること、福島の地方公共団体の自主性・自立性の尊

重、地域コミュニティの維持、正確な情報の提供など

・国の責務として、原子力災害からの福島の復興・再生に関する

施策を総合的に策定し継続的、迅速に実施

【３月３０日】警戒区域、避難指示区域等の見直し（原子力災害対策本部）

・従来の避難指示区域を見直し、新たに「避難指示解除準備区域」、

「居住制限区域」、「帰還困難区域」の３区分を設定

・川内村、田村市の区域の見直し（４月１日）

・南相馬市の区域の見直し（４月１６日）

【４月 １日】食品中の放射性物質に関する新たな基準値の施行（厚生労働省）

・放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を、年間５シ

ーベルトから年間１ミリシーベルトに引き下げ、これをもと

に放射性セシウムの基準値を設定

（以上）


